
 

 
 

（仮称）石巻三ツ股複合商業施設の届出概要について 

（法第５条第１項 新設） 

 

１ 届 出 者  ダイワロイヤル株式会社 

２ 届出年月日  令和元年８月２７日 

３ 店舗の名称  （仮称）石巻三ツ股複合商業施設 

４ 店舗設置者  ダイワロイヤル株式会社 代表取締役 原田 健 

          東京都千代田区飯田橋二丁目１８番２号 

５ 店舗所在地  石巻市三ツ股二丁目３０番６ 外 

６ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称，店舗面積 

氏名又は名称 店舗面積 取扱商品 

マックスバリュ南東北株式会社 ２，１９１㎡ 食料品，日用品，雑貨等 

株式会社ツルハ １，０７８㎡ 医薬品、雑貨等 

計 ３，２６９㎡  

７ 大規模小売店舗を新設する日  令和２年４月２８日 

８ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

（１）駐 車 場 の 収 容 台 数    １３２ 台（指針による必要台数： １３２台） 

（２）駐 輪 場 の 収 容 台 数    ９５ 台（指針による参考台数： ９３台） 

（３）荷 さ ば き 施 設 の 面 積    ６２３．４ ㎡ 

（４）廃棄物等の保管施設の容量    １１．９２ ㎥（指針による必要容量： １１．１８㎥） 

９ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

（１）開店時刻及び閉店時刻  マックスバリュ南東北株式会社 開店時刻：午前８時 閉店時刻：午後１１時 

 株式会社ツルハ 開店時刻：午前９時 閉店時刻：午後１０時 

（２）駐 車 場 の 利 用 時 間 帯  午前７時３０分から午後１１時３０分まで                  

（３）駐 車 場 の 出 入 口 の 数  ２箇所 

（４）荷 さ ば き 実 施 時 間 帯  午前６時から午後１０時まで                   

１０ 事務手続き等 

・公 告 年 月 日  令和 元年 ９月１１日 

・縦 覧 期 間  公告の日から令和２年１月１４日まで 

（公告の日から４か月間） 

・地 元 説 明 会  令和 元年１０月 ３日 

資料５ 



・大規模小売店舗立地専門委員会  令和 元年１０月１１日 

・市町村等からの意見書提出期限  令和 ２年 １月１４日（公告の日から４か月以内） 

・県 の 意 見 の 通 知 期 限  令和 ２年 ４月２７日（届出の日から８か月以内） 

 

 



住民説明会の実施状況 

 

開催日時 １回目：令和元年１０月３日（木）午後３時から午後４時まで 

２回目：令和元年１０月３日（木）午後６時３０分から午後７時３０分まで 

開催場所 釜会館 集会室 

石巻市築山３丁目６－２８ 

出席人数 １回目： １２名 

２回目：  ３名 

 

１回目 

質問事項 回答内容 

 サービス棟に入るテナントはなに
か。 

 確定はしておりませんが，理美容室等を入れたいと考えて

おります。 

 →指針の対象外 

 ツルハドラッグ中浦店との違いは
なにか。中浦店は閉店するのか。 

 こちらの売場面積のほうが少し大きいので商品の取り扱

いを増やせると考えております。中浦店は閉店せずにそのま

ま営業いたします。 

 →指針の対象外 

 

２回目 

質問事項 回答内容 

なし なし 

 

 

石巻市の意見について 

 

意見内容 設定者の回答内容 

（１）騒音に関する事項 

 早朝，夜間帯の来客車両，従業員車両，商品等搬出

入車両の騒音対策を講じること。近隣住宅へ配慮し，

環境基準値や規制値の超過がないよう対策を徹底する

こと。 

来客車両については看板等でアイドリング・空ぶかし

防止を呼びかけ、商品等搬入車両については、夜間

（22：00～6：00）の作業を行わず、アイドリングスト

ップを徹底し、従業員の車両についてもアイドリン

グ・空ぶかし防止を徹底させ近隣住宅へ配慮した対策

を講じます。 

（２）振動に関する事項 

 届出書には振動に関する項目はないが，今回新たに

設置する空調機室外機及び冷機室外機は原動機の定格

出力によって，宮城県公害防止条例第３５条第１項に

規定する振動の特定施設に該当する場合がある。振動

の特定施設について確認し，該当する場合は適切に市

へ届出を行うとともに，規制基準を遵守し周辺環境へ

の対策を講じること。 

設置する空調機室外機及び冷機室外機が原動機の定格

出力によって，宮城県公害防止条例第３５条第１項に

規定する振動の特定施設に該当する場合は振動の特定

施設について確認し，該当する場合は適切に市へ届出

を行うとともに，規制基準を遵守し周辺環境への対策

を講じます。 



（３）公害に関する事項 

 屋外照明，広告塔照明等については，近隣住宅に対

する配慮を十分行い，適切な公害対策を講じること。 

 

 屋外照明・広告塔照明については，駐車場内部及び

看板面を直接照らすように設置し周辺住居に影響のな

い様に対策を講じます。 

（４）廃棄物対策に関する事項 

 必要な廃棄物等の保管施設の容量Ａ棟７．７９㎥，

Ｂ棟４．１３㎥は，廃棄物等の排出量予測Ａ棟７．４

９㎥，Ｂ棟３．６９㎥を満たしており，適切と思慮さ

れる。 

 

 

（５）その他の事項 

 近隣住民等から苦情があった場合は，誠意をもって

速やかに解決すること。予定地は，北側，東側，南側

は住宅地となっているが，特に北側は住家と近接して

いることから，作業音等の発生を極力抑えること。 

 事業内容及び公害防止措置等について，近隣住民に

対して説明し，理解を得た上で適切に行うこと。 

 

近隣住民等から苦情があった場合は，誠意をもって速

やかに対応します。 

作業音等の発生を抑えるよう作業従事者に徹底させま

す。 

近隣の住民の方には事業や届出内容がご理解いただけ

るよう近隣説明会にて説明を実施いたしました。なお、

再度説明を求められた際は、個別に対応をさせて頂き

ます。 

【教育委員会の意見について】 

 届出のあった店舗については，東日本大震災で甚大

な被害があった地域であり，その後多くの児童生徒が

転居しており，現在居住する生徒は少ない状況である。 

 しかし，周辺道路の整備や復興住宅の整備に伴い，

再度居住する児童生徒が現れてくることも予想され

る。 

 学校では，常日頃から登下校における安全指導にお

いては，通学路の安全点検を実施し実態をつかみなが

ら児童生徒に指導を行っている。今回届出のあった店

舗の出店により，周辺道路の交通量の増加が予想され，

児童生徒の交通事故の発生が憂慮される。 

 このことから同店駐車場出入口付近及び周辺の交通

安全対策について最善の配慮を希望する。 

来店客車両には場内徐行や一旦停止等の安全運転を呼

びかけるとともに、搬入車及び従業員の運転者に対し

ても、交通安全指導を徹底します。 

また、オープン時や必要と判断される特異日又繁忙時

には交通整理員を配置し、入出庫のスムーズな誘導と

歩行者の安全確保に努めます。 

 

 

地元住民の意見について 

 

意見内容 設定者の回答内容 

なし なし 

 

 

 

 

 



交通対策等現地調査会の実施状況 

※店舗面積が３，０００㎡を超えるため実施 

開催日時 令和２年３月１０日（火）午後１３時３０分から午後１４時３０分まで 

開催場所 （仮称）石巻三ツ股複合商業施設 建設予定地 

調査会結果 総合交通対策課，県警本部交通規制課，石巻警察署，石巻市，設置者，小売

業者，商工金融課等を交えて現地を確認し，交通対策等について検討を行っ

た。この案件に対して県の意見を必要とする事項は出なかった。 

 

 

大規模小売店舗立地法に基づく県の意見 

届 出 者 ダイワロイヤル株式会社 

届 出 年 月 日 令和元年８月２７日 

店 舗 名 称 （仮称）石巻三ツ股複合商業施設 

所 在 地 石巻市三ツ股二丁目３０番６ 外 

市 町 村 の 意 見 あり なし 

地域住民等の意見 あり なし 

県 の 意 見 案 

交 通 関 係 あり なし 

騒 音 関 係 あり なし 

廃 棄 物 関 係 あり なし 

そ の 他 ― 

意 見 案 県の意見はなし 

附 帯 意 見 案 なし 

 

 

 


